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１　件　　名

２　場　　所

３　概　　要

　　福岡県朝倉郡筑前町大字下高場市沼１３７６－２　太刀洗通信所

　　　　　　　　仕　　　様　　　書

　　太刀洗通信所の樹木剪定及びその処分　

　　太刀洗通信所樹木剪定処分

５　一般事項

　　器物を破損させた場合は速やかに監督官に報告し、請負業者で原型に復するものとする。

 (4)　作業等には十分注意し、事故等を起こさないようにすること。事故等が起きた場合や、

 (3)　本役務に必要な器材等は請負業者負担とする。

 (2)　作業実施日は、事前に監督官と打ち合わせをするものとする。

６　特記事項

本 作 業 の 施 工 に 伴 う 通 信 所 及 び 建 物 等 施 設 へ の 立 入 り 、 そ の 他 制 限 事 項 等

　 　 真 撮 影 は 禁 止 す る 。

　　とともに請負者の責任において速やかに現状復旧するものとする。

 　 アルバムに整理し１部提出するものとする。尚、写真のデータは確実に消去すること。

    示 に よ り 請 負 者 負 担 で 実 施 す る こ と 。

　 　 は 、 当 通 信 所 の 諸 規 則 に 従 う こ と と し 、 関 係 地 区 以 外 へ の 無 断 立 入 り 及 び 写

 (4)　写真は、作業前・作業後・主要な作業段階毎及び監督官の指示する箇所を撮影し、

 (5)　作業中、他の箇所に汚損又は破損等を及ぼした場合は、速やかに監督官に報告する

 (6)　本仕様書及び作業に際し疑義を生じた場合は、監督官と協議した後、実施する。

 (7)　

施 工 上 、 当 然 必 要 と 思 わ れ る 事 項 は 、 本 仕 様 書 に 記 載 な く と も 監 督 官 の 指

 (1)　入札を行う前に必ず官側と調整の上、現場にて剪定する樹木を確認するものとする。

 (1)　本役務は、太刀洗通信所における「太刀洗通信所樹木剪定処分」について適用する。

 (2)　本役務は、仕様書を遵守し実施するものとする。

 (3)　作業責任者は、１級または２級造園技能士の資格を有するものとする。

４　期　　間

　　契約日より令和８年３月３１日まで

 (7)　剪定木処分

 (1)　桜　　　　　　　　　　　　　軽剪定　　　５本

 (2)　松　　　　　　　　　　　　　軽剪定　　　３本

 (6)　ツツジ・サツキ・ツバキ　　　生垣剪定（樹形を整えること）４０ｍ＋３０ｍ＋１３ｍ

 (3)　ツツジ　　　　　　　　　　　生垣剪定（樹形を整えること）　　　 　　　　２０本

 (4)　カシ・クス等（H＝8～12ｍ）　強剪定（地上から7ｍ以上は切り落とし）　　　４１本

 (5)　カイズカイブキ　　　　　　　生垣剪定（樹形を整えること）　　　　 　　　５５ｍ

 (5)　官側の電気・水道は、原則として使用禁止とする。
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